
中山間地域等直接支払交付金
第５期対策最終評価

富山県農林水産部農村振興課

資料１－①

食料・農業・農村基本法（H11〜)

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
（H27〜）

第５期（R２〜R6)第４期（H27〜R元)第３期（H22〜H26)第２期（H17〜H21)第１期（H12〜H16)対策期間

評価

第三者
委員会

中山間地域等直接支払交付金について

〇交付金交付の評価は、中間年及び最終年で実施。

○最終評価は、中間年評価において、取組が不十分と評価された協定に対する市町村によ
るフォローアップ結果を踏まえ、第５期対策における協定活動の実施状況を最終的に評価
するほか、次期対策について市町村がどのような考えの下に取り組むのか、その方針等を
把握するとともに、中間年評価等の内容を詳細に分析・検討することで、制度の見直しに
反映。

〇５年を一期として、第１対策(H12～H16)、第２期対策(H17～H21)、第３期対策(H22～
H26)、第４期対策(H27～R元)を経て、令和２年度より第５期対策がスタートした。

富山県農山村振興対策委員会（H23～）富山県中山間地域振興等対策委員会（H12～H22)
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〇平成11年に成立した食料・農業・農村基本法の規定を受けて、中山間地域等におけるの
農業の生産条件の不利を補正することにより、農業生産活動の継続を通じた多面的機能の
確保を図るための施策として、平成12年度から中山間地域等直接支払制度を開始。

〇平成26年に多面的機能支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金とともに日本型直接
支払制度を創設。同年、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」が制定さ
れ、中山間地域等直接支払制度は、平成27年度から同法に基づく制度として実施。

H20年
2月
7日

R6年
2月

19日
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〇今後の農地利用や集落機能等

⇒集落協定の統合・広域化や農村RMOの推進について、集落機能の再生・再編

を図る有効な手法であるが「特段の推進はしない」と回答した市町が大多数

⇒背景には、市町村職員の地域の合意形成を図る手法を知らない、経験がない

⇒県が主体となり、農村RMO伴走支援事業の一環で、人材育成講座を実施予定

第５期対策における中間年評価（県による評価）

【成果】

【課題】

〇市町村の評価結果より、荒廃農地の発生・防止へ大きく貢献していると評価

その他水路・農道等の維持、地域環境の保全、鳥獣被害の減少に貢献している

〇集落戦略の作成

⇒高齢化、担い手の目途が立たないことにより、将来像が描けないことが集落

戦略の作成に目途が立たない要因

⇒市町村、JA等の関係機関や人・農地プラン、地域計画の作成と併せて話合い

を行う等推進、集落戦略作成の支援

〇地域組織との連携

⇒自治会、町内会、多面的機能の活動組織との連携が図られていることで、協

定対象外の農道・水路等の維持管理活動や鳥獣害対策も実施

農業の担い手不足、地域リーダー不在等を解消

現状分析や話合いを効果的に進めるための手法等のスキルを習得
行政の中山間支援担当職員ほか、公民館主事、地域おこし協力隊、JA職員、土地改良区職員等、幅広い人材を対象

R7年までに、地域での話合いにより目指すべき将来の
農用地の姿を明確にする必要がある

第三者委員会の意見を伺いたい ２

第５期対策における中間年評価（第３者委員会の意見）

【主な意見】

〇本制度は荒廃農地の発生防止や地域環境保全等に大きく貢献している事業だと
改めて評価できる。

上記意見を踏まえて、国へ県段階の中間年評価を提出（令和５年２月末）

国による中間年評価結果は６月に第３者委員会を開催、令和５年８月公表

〇集落協定の統合・広域化等、集落だけでは話合いが進まないことが多いため、
アドバイスや指導等、県や市町村にお願いする。

〇集落戦略の作成について、今後地域計画の作成についても話合いが必要である
ため、双方に活かせる話合いとなるように進めてほしい。

〇農村ＲＭＯの形成は、これからの農村振興の要になる。是非推進してほしい。

〇協定書や申請手続きの事務負担の軽減に対する意見が多く、今後さらに高齢化
していく中、事務の相談窓口の設置やタブレット、AIなどの活用も視野に入れた
サポート体制を整えてほしい。

（令和５年２月20日農山村振興対策委員会開催）
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第５期対策の中間年評価について（国第三者委員会における特徴的な意見等）

【農林水産省中間年評価書から抜粋】

〇担い手の高齢化等が進み、中山間地域の農地を守る根拠が揺らいできていることから、

今後は、守り切れない農地は粗放的利用することで持続性を持たせる一方、環境を守

る観点を強く打ち出すなど、中山間地域の農地を守る根拠を明確にする必要があるの

ではないか。

○高齢化などにより、農村に明るい展望が見えない中、集落では何とか活動を続けてい

るが、今後も活動を続けてもらうためには、集落のコミュニティを再構築することが

必要。

○協定参加農家だけで活動することに限界が来ており、プッシュ型支援など、外部の力

を活用する仕組みづくりが必要。

○協定活動の事務を担う組織には、地域の様々な情報が集まることから、既存の組織を

活用することで、多様な組織との連携や活動が可能となり、事務に係る費用の軽減も

図られるのではないか。

【食料・農業・農村政策の新たな展開方向】 （R5年6月2日 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定（抜粋））

中山間地域等直接支払については、引き続き地域政策の柱として推進するとともに、農
業生産活動の基盤である集落機能の再生・維持を図るため、農地保全やくらしを支える農
村RMO等の活動を促進する仕組みを検討する。

４

集落段階

市町村により、「△」又は
「×」と評価された項目に
ついて、目標達成に向け
た活動の実施

中間年評価

指導・
助言、
フォロー
アップ

Ｒ６年
１月末
予定

Ｒ６年
３月末
予定

都道府県（第三者委員会）

最終評価書

アンケート調査結果の分析

目標達成見込みのフォロー
アップ状況

中間年評価

Ｒ６年３月までに実施

第三者委員会による評価

市町村

中間年評価

「△」又は「×」と評価した
項目のある集落協定に対
するフォローアップ

アンケート調査

○ 市町村における本制度
の役割

○ 市町村において重視し
ている農業施策

○ 次期対策の方針 等

第５期対策における最終評価の体系とスケジュール

令和６年度令和５年度令和４年度令和３年度令和２年度

第三者
委員会

国の評価スケジュール

７月
▲

11月
▲

３月
▲

10月
▲ ▲ ▲ ▲

３月 ８月 ８月（予定）
▲

６月 12月
▲

６月（予定）
▲

・中間年評価の手法・内容の検討

・市町村による協定の評価
・アンケート調査
・事例収集
・統計データによる効果分析
・各結果の分析

・最終評価の
手法・内容の
検討

・最終評価の
実施

・結果の分析
・次期対策の
検討

国による
評価の
進め方

▲ ▲
中間年評価 最終評価

最終評価の体系
国（第三者委員会）

都道府県最終評価書の分析

農用地減少防止効果等の分析

Ｒ６年８月末までに実施
第三者委員会による評価

最終評価書

中間年評価結果（自己評価結果、アン
ケート）と実施状況のクロス集計による
詳細な分析

最終評価の目的

中間年評価において、取組が不十分と評価された協定に対する市町村によるフォローアップ結果を踏まえ、第５期対策における協定活動
の実施状況を最終的に評価するほか、次期対策について市町村がどのような考えの下で取り組むのか、その方針等を把握するとともに、中
間年評価等の内容を詳細に分析・検討することで、制度の見直しに反映するものとする。

農山村振興対策委員会
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８

「指定棚田地域」

を追加 。

「集落戦略の

作成」に一本化

「棚田地域振興活動加算」を新設 。

「集落機能強化加算」を新設

「生産性向上加算」を新設

「集落協定広域加算」を拡充

遡及返還の対象農

用地 「協定農用地全体」から「当該農用地」に変更

引
受地分について個人配分が可能

交付金の早期交付ができる特例を措置

市町村の確認事務の負

担を軽減

９



中山間地域等直接支払制度の実施状況

１．本県の中山間地域直接支払制度の変遷

第１期対策 第２期対策 第３期対策 第４期対策 第５期対策

（協定数）（協定面積：ha）

10

〇本制度が始まった平成12年度（第１期対策）から平成14年度まで増加し、以降はほぼ横ばいで推移

〇第５期対策からこれまでの地域振興８法に加えて、指定棚田地域が対象地域に追加されたことで、協

定面積が増

〇県内15市町村のうち13市町で実施（入善町、舟橋村を除く）

（暫定）

中山間地域等直接支払制度の実施状況（令和５年８月公表）

○県内市町村別実施状況（令和４年度）

基礎単価
体制整備単

価

富山市 75 75 13 62

高岡市 11 11 1 10

魚津市 24 24 2 22

氷見市 43 43 0 43

滑川市 15 15 0 15

黒部市 23 23 0 23

砺波市 18 18 1 17

小矢部市 27 27 5 22

南砺市 50 50 10 40

射水市 8 8 0 8

上市町 8 8 0 8

立山町 10 10 0 10

朝日町 6 6 0 6

富山県計 318 318 32 286

集落協定

市町村 計
基礎単価

体制整備単
価

富山市 1,147 1,147 140 1,007

高岡市 140 140 7 133

魚津市 353 353 7 346

氷見市 549 549 0 549

滑川市 435 435 0 435

黒部市 428 428 0 428

砺波市 116 116 10 106

小矢部市 232 232 21 211

南砺市 1,024 1,024 135 889

射水市 94 94 0 94

上市町 110 110 0 110

立山町 160 160 0 160

朝日町 117 117 0 117

富山県計 4,905 4,905 320 4,585

集落協定

市町村 計

１．協定数 ２．交付面積 （単位：ha）
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中山間地域等直接支払制度の実施状況（令和５年８月公表）

○県内市町村別実施状況（令和４年度）

３．交付面積率 ４．交付金額

市町村
対象農用地

面積
協定面積 交付面積 交付面積率

富山市 1,492 1,147 1,147 76.9%

高岡市 143 140 140 97.5%

魚津市 393 353 353 89.9%

氷見市 708 549 549 77.5%

滑川市 440 435 435 98.9%

黒部市 493 428 428 86.7%

砺波市 180 116 116 64.7%

小矢部市 234 232 232 99.1%

南砺市 1,117 1,024 1,024 91.7%

射水市 94 94 94 100.0%

上市町 169 110 110 65.2%

立山町 199 160 160 80.4%

朝日町 122 117 117 95.4%

富山県計 5,785 4,905 4,905 84.8%

市町村 計 基礎単価 体制整備単価

富山市 196 20 176

高岡市 28 1 27

魚津市 53 1 52

氷見市 91 0 91

滑川市 98 0 98

黒部市 67 0 67

砺波市 23 2 21

小矢部市 43 3 40

南砺市 158 18 140

射水市 13 0 13

上市町 16 0 16

立山町 27 0 27

朝日町 13 0 13

富山県計 826 45 781

（単位：ha） （単位：百万円）
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中山間地域等直接支払制度の実施状況（令和５年８月公表）

○県内市町村別実施状況（令和４年度）

５．加算措置取組面積

協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積 協定数 面積

富山市 2 37 2 14 1 55 2 28 6 200

高岡市 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0

魚津市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

氷見市 5 84 9 50 2 84 5 86 17 247

滑川市 5 137 0 0 0 0 0 0 0 0

黒部市 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0

砺波市 0 0 3 11 0 0 1 11 3 21

小矢部市 0 0 0 0 0 0 1 20 3 68

南砺市 0 0 3 19 0 0 3 82 4 96

射水市 1 4 0 0 0 0 1 4 6 80

上市町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

立山町 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0

朝日町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

富山県計 26 385 17 94 3 139 13 231 39 712

集落協定広域化加算 集落機能強化加算 生産性向上加算
市町村

棚田地域振興活動加算
超急傾斜農地保全管理加

算

（単位：件数、ha）
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中間年評価のフォローアップ結果

▶中間年評価において、特に「集落戦略の作成状況・作成見込み」及び「集落戦略の話合いに用
いる地図の作成状況」について「△」又は「×」と評価された集落協定に対して、市町村によ
る取組の改善に向けた適切な指導・助言が行われたことで、全ての集落協定が「改善済み」又
は「改善の見込みあり」となった。

▶第５期対策において、取組みが不十分によって交付金の停止又は交付金の返還の対象となる集
落協定はない。

14

→交付金の停止または協定認定年度に遡って返還

中山間地域等直接支払交付金実施要領等における評価に関する規定
【参考】

中間年評価のフォローアップ結果

２．農業生産活動等として取り組むべき事項

0合計 4 1 3 0 0

0 0 0 0 0 0

 ⑶多面的機能を増進する活動

△と評価した協定数 4 1 3 0 0 0

×と評価した協定数

合計 3 0 3 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

0

 ⑵水路・農道等の管理

△と評価した協定数 3 0 3 0 0 0

合計 5 0 5 0 0

0

0

 ⑴耕作放棄の防止等の活動

△と評価した協定数 5 0 5 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

「△」：市町村が指導・助言することで、最終年においても活動の実施が見込まれる
「×」：最終年においても活動の実施が困難 15

１．集落マスタープランに係る活動

③改善の見込みなし

1 0 1 0 0

△と評価した協定数 11 4 7 0 0

合計 12 4 8 0 0

×と評価した協定数

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり 交付停止

（予定を含む）



中間年評価のフォローアップ結果

３．集落戦略の作成状況

（１）集落戦略の作成状況

（２）集落戦略の話合いに用いる地図の作成状況

0合計 71 42 16 0 0

0

×と評価した協定数 7 3 1 0 0 0

△と評価した協定数 64 39 15 0 0

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

0合計 93 56 13 0 0

0

×と評価した協定数 14 8 0 0 0 0

△と評価した協定数 79 48 13 0 0

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

「△」：最終年までの作成に不安がある
「×」：最終年までの作成見込みが立っていない

16

中間年評価のフォローアップ結果

４．加算措置の目標達成状況

0合計 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

 ⑸生産性向上加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数

合計 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

0

 ⑷集落機能強化加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

 ⑶集落協定広域化加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数

合計 0 0 0 0 0 0

×と評価した協定数 0 0 0 0 0

0

 ⑵超急傾斜農地保全管理加算

△と評価した協定数 0 0 0 0 0 0

合計 2 0 2 0 0

0

0 0 0 0 0 0

 ⑴棚田地域振興活動加算

△と評価した協定数 2 0 2 0 0 0

×と評価した協定数

中間年評価における

市町村の評価結果

最終評価における改善状況

①改善済み
②改善の見込み

あり

③改善の見込みなし

交付停止

（予定を含む）

交付金返還

（予定を含む）

「△」：市町村が指導・助言することで、最終年までに目標達成が見込まれる
「×」：市町村が指導したとしても、最終年までに目標達成が困難 17



市町村アンケート調査結果(入善町、舟橋村を除く13市町）

1.中山間地域では、今後さらに人口減少・高齢化が進行し、農業の担い手の確保も困難になることが想定され
る状況下、市町村としても10年後を見据えると重点を置いて実施する対策も現在と違うことが考えられる。

現在と今後（10年後）、重点を置いて実施する必要があると考えられる中山間地域に対する農業・農村振興
対策は何か。 ※優先順位の高い上位５項目を選択

18

▶現在及び今後（10年後）も農業・農村振興対策は担い手の確保支援が重要と考えられるが、更
に今後（10年後）は鳥獣害対策に対する支援や集落協定の広域化や統合に対する支援と回答し
た市町が多く、集落レベルでは農地の維持が難しい事が伺える。

キ 鳥獣害対策に対する支援

ア 農業の担い手を確保するための支援

イ 担い手への農地の集積・集約化のための支援

ウ サービス事業体のほか、多様な農業人材の育成・確保への支援

エ 農業機械の購入、農業用施設や農産加工施設等の整備に対する
支援

オ 農業基盤整備への支援

カ 畑地転換への支援

ク 高収益作物の生産やブランド化、農産物加工に対する支援

ケ 機械の共同利用や農作業の効率化に対する支援

コ スマート農業実用化への支援

サ 環境負荷低減に向けた取り組みへの支援

シ 地域の各種団体と連携・協力し、地域の農用地を守る仕組みを
構築する取組への支援

ス 地域外からの定住者等を確保するための支援

セ 都市部の組織や市民との交流活動等や地域情報を発信するため
の支援

ソ 地域の活動をサポートする組織や人材を確保するための支援

タ 地域での生活支援活動（高齢者への声掛け、子どもの見守り、
買い物支援、雪かき等）に対する支援

チ 集落協定の広域化や統合に対する支援

ツ その他

0

0

市町村アンケート調査結果(入善町、舟橋村を除く13市町）

2.今後さらに集落協定参加者の減少・高齢化が予想される状況下、これまでと同様に農地を維持・耕作するこ
と、共同活動を継続することなどが困難になるほか、事務手続きが十分できない集落協定の増加も考えらえる
中、どのような考えて次期対策に取り組むのか。

①－１ 集落協定からの申請の有無に限らず、市町村として本制度によってどのような農地を守ろうと考えているのか
（傾斜等の要件を満たしていることを前提として回答）

▶市町村としては、耕作が継続される事が前提で、本制度の活用を考えている。

▶小規模集落の活動の継続に対しては、統合は推進しないと回答した市町が多く、集落同士が繋
がる難しさが伺える。

▶集落協定に対する事務支援については、これまでどおり協定への事務支援困難であるが、これ
といった対応策が思い付かないと回答した市町が多く、国への要望も含め、より一層の事務負
担軽減に向けた取組みを関係機関が連携して対応する必要がある。

（市町村数）

19



市町村アンケート調査結果(入善町、舟橋村を除く13市町）

②－１ 活動を廃止する小規模協定が多い中、参加農家数10戸以下又は農地面積10ha未満の集落協定が今後も活
動を継続するためには、市町村として何をする必要があると考えているのか

②－２ 集落協定が今後10年間、共同活動を継続するためには、市町村としては最低限どの程度の協定農地面積と
参加農家数が必要と考えているのか

【最小の協定農地面積】 【最小の参加農家数】

（市町村数）

（市町村数）

（市町村数）

20

0

市町村アンケート調査結果(入善町、舟橋村を除く13市町）

③ ８割の市町村が事務負担の軽減を要望しているが、集落協定に対する事務支援※について、市町村として今後、
どうしていきたいと考えているのか（※事務支援とは、活動計画等の書類の作成等の補助を協定に対し行うことをいう）

④ これまで集落協定が行ってきた各種の共同活動について、今後、これまでと同様に行うことが困難になることが想
定されるが、共同活動継続のためには、市町村としてどのような体制づくりが必要と考えているか

（市町村数）

（市町村数）

21
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第５期対策における最終評価案（県による評価）

【成果】

【次期対策に向けての課題】

〇中間年評価のフォローアップについて

▶中間年評価で集落戦略の作成が課題とされていたが、その後の市町村による
「目標達成に向けたスケジュールの作成・管理」等の支援が行われた事により、
第５期対策で取組みが不十分による交付金の停止や返還はない

○重点を置いて実施する必要がある中山間地域に対する農業・農村振興対策

▶農業の担い手確保、鳥獣害対策への支援、集落協定の広域化や統合に対する支
援と回答した市町が多数

〇市町村として、集落協定に対する事務支援

▶市町村による事務支援は困難、対応策が思い付かないと回答した市町が多数

〇市町村として、共同活動継続のための体制づくり

▶集落協定の統合、他組織との連携を推進と回答した市町が多数

集落レベルではなく、地域レベルで人と農地をどうするか必要な段階に至りつつある

22

【今後の取組方向】

〇市町村もマンパワー不足の中、集落協定の統合・広域化を推進するためには、農
業の担い手のみならず、多様な人材の確保が必要であるため、農村RMOの研修等を
通じて、地域づくりをコーディネートできる人材の育成と確保に努める

23

〇引き続き、本制度を活用して農地の維持や共同活動を継続してもらうために、県
が毎年発行している本制度を活用した「活性化事例集」により、加算等を活用して
取組む事例紹介や、むらづくり推進大会での県内の優良な活動組織への表彰、優良
事例紹介などを通じて、本制度の普及・啓発を行っていく

【本制度に対する意見等】

〇本制度により荒廃農地の発生防止には一定の効果はあるが、今後更なる高齢化や
人口減少による担い手不足等が予想されることから、次期対策の見直しにおいて下
記の点に配慮願いたい

①事務の簡素化

②集落協定広域化加算の要件緩和（面積増に限らず継続的に加算措置）

第三者委員会の意見を伺いたい


